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日本語教育小委員会 課題整理に関するワーキンググループ

ヒアリング資料（外国人集住都市会議）

平成 24 年 9 月 28 日

■外国人集住地域の現状と課題

・外国人が人口の１５％を占める外国人集住自治体（群馬県大泉町）の現状

・定住化が進む中での日本語に関する課題

■東日本大震災後における南米系外国人へのアンケート調査報告

（１）群馬県大泉町でのアンケート調査結果からの抜粋

・日本の滞在が長期化する外国人

・日本語の会話能力、読む能力について

・災害情報の収集先について 等

（２）外人集住都市会議（全 29 都市で平成 24 年 7 月実施）におけるアンケー

ト調査結果からの抜粋

・日本の滞在が長期化する外国人

・日本語の会話能力、読む能力について

・災害情報の収集先について

・日本語能力と雇用形態

・日本語能力と所得の満足度、公的援助の割合

・地域コミュニティとの関わり

・ボランティアによる地域日本語教室

・日本語学習ニーズについて

・外国人生徒の進路状況と日本語教育体制について 等

■今後の日本語教育について

・災害時（緊急時）に必要となる日本語の整理と学習環境の整備、学習意識の

啓発が必要

・日本語学習制度の保障と専門家の活動の場の創設

・動機付けのための優遇措置等

・企業における日本語教室の必要性

・外国人児童・生徒の授業理解と進学につながる日本語教育体制の充実と高校

への支援

・外国人学校における日本語支援の必要性



外国人散在地域から見た
日本語教育の課題

岩手大学国際交流センター 松岡洋子





☆四国の約8割の面積に少数点在する外国人

☆農山漁業地域に結婚移住女性、実習生が点在

A.近くに教室がない。教室を作るには人が少なすぎる。

冬期は積雪、凍結のため移動が危険。冬期は積雪、凍結のため移動が危険。

B.継続的に日本語支援に関われる人材が少ない。

（ボランティアできる社会層が少ない→今後はより深刻化？）

C.生活に追われ、日本語学習時間の確保が困難。

（仕事、家庭、子育て、行事等で多忙→生活が第一）



岩手県内の日本語教室状況

市町村 教室数 形体 料金

盛岡市 ５ 民間／週1回 無料〜1000円／月

雫石町 １ 民間協会／月２回 無料

矢巾町 １ 民間／週1回 教材実費

紫波町 １ 民間協会／週１回 ５０円／回

花巻市 １ 民間／週２回 １００円／月

北上市 １ 協会／複数クラス有 ３００円／回

奥州市 １ 協会／週１回 ５００円／回

岩手町 ２ 民間／月１回 無料

二戸市 １ 民間／月２回 １００円／回

宮古市 １ 民間／週1回 無料

金ヶ崎 １ 民間／月２回 ２００円／回

遠野市 １ 民間／月２回 無料

一関市 ４ 民間／月２回ー週１回 無料〜2000円／年



◉無償では、若い教室支援者が継続的に活動できない。

◉少ない対象者だが、学習可能な時間帯が合わない。

◉少し日本語が話せるようになると、すぐに仕事を始めたり

出産、子育てに忙しくなり学習をやめてしまう。

◉教室から離れたところに住んでいる人は自分で通うこと

ができない。

◉何を教えていいのかわからないで活動しているので不安。

もっと勉強すべきだが、時間もお金も場も不十分。

◉日本語を勉強するだけでは解決できない課題がある。



◉勉強したいが、時間がない。家族との時間、仕事で精一杯。

◉会話できれば、生活や仕事は何とかなるが、震災後は読み

書きができずに困ったことが多い。

◉日本語を勉強するだけが目的では、継続して教室に通うの

は難しい。相談、おしゃべり、情報収集など、いろいろなこと

ができる場所で日本語も勉強できたらいい。

◉震災について語る機会があったとき、公的な場所で話す日

本語ができるようになりたいと思った。

◉ビジネスに使える日本語を勉強したいが、場がない。



１．散在地域に日本語学習単独目的の場を作る意味は？

・短い学習可能期間

・少ない学習者、少ない学習支援者

・地理的、時間的に通えない外国人の存在

・日本語学習以上に必要な支援（相談、情報など）

２．学習内容、方法、評価を日本語教室に提示する意味は？

・地域で無償の高度な人材確保は困難。

・研修機会だけを無償で提供されても、活動につなげ

られない。「気持ち」だけでは持続可能性は低い。



◎集住地域はシステマティックな「日本語教室」

→ドイツの統合コース方式がモデル？

◎散在地域は近隣センターで包括的支援

→韓国の多文化家族支援センター方式がモデル？→韓国の多文化家族支援センター方式がモデル？

（通所＋家庭訪問方式の併用による個別対応、

生活支援の一環としての日本語教育の位置づけ）

「日本語教育」を切り離した支援の限界が散在地域で見える
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かいさい

場所
ば し ょ

/Local/개최 장소/Location   受 講 料
じゅこうりょう

/Mensalidade/수강료/Fees     連絡先
れんらくさき

/Contato/연락처/Contact 

 

A.Y.C.L 

毎月
まいつき

第
だい

1、第
だい

3土曜日
ど よ う び

 10:30-12:30 
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①盛岡市/Morioka-Shi 
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１回
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⑦八幡平市/Hachimantai-Shi 

 八幡
はちまん

平市
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) 

⑨二戸市/Ninohe-Shi 
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Tel：090-2955-6610（村井
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） 

E-mail：dada1976nikk@gmail.com 

⑪洋野町/Hirono-Cho 

 洋野町国際交流協会
ひろのちょうこくさいこうりゅうきょうかい

 

随時
ず い じ
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） 
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） 
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） 
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） 

⑭金ヶ崎町/Kanegasaki-Cho 
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） 
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⑮奥州市/Oshu-Shi 
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⑫遠野市/Tono-Shi 
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・ぽんご 
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日本語
に ほ ん ご

クラブ
く ら ぶ

 

毎週
まいしゅう

木曜日
も く よ う び

 19:00-20:00 

宮古市
み や こ し

勤労
きんろう

青少年
せいしょうねん

ホーム
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） 

※教室
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しょうさい
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へお問
と

い合
あ

わせください。 

⑨ 

① 
② 

⑦ 

③ 

⑪ 

⑧ 

⑬ 

⑫ 

⑮ 

⑭ 

⑩ 

⑥ 

⑤ 

④ 

이와테현내 일본어 교실 가이드 
Japanese Classes Of Iwate 

Guia de Cursos de língua japonesa de Iwate 

岩手县的日语班 



２０１２．９．２８ 文化庁
文化審議会国語分科会日本語小委員会

課題整理に関するワーキンググループヒヤリング

宇都宮大学
末廣 啓子

末廣啓子



幅広い視点から中長期的な日本語教育のあり方を
考えるご参考として；

１．外国人労働者の受け入れをめぐる論点
～「外国人雇用問題研究会報告書」のとりまとめ時の議論を中心に～

①外国人受け入れに関する日本の基本方針及び外国人労働者問題を取り巻く
中長期的な環境

②外国人労働者の受け入れのあり方に関して考えておくべき基本的なこと

末廣啓子

「外国人雇用問題研究会報告書(平成14年7月）」について
研究会での検討の目的、位置づけなど
論議の内容

２．外国人雇用政策の視点から見た日本語教育の必要性
（すでに入国している外国人労働者等への対応を中心として）

①「大人」の外国人労働者の問題
②「子供」の問題
③「新規学卒」=「外国人留学生の就職」の問題

３ まとめ 対策のあり方を考える視点



外国人労働者の受け入れについて

政府の基本方針

① 専門的技術的分野の外国人については、わが国の経済
社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、積極的
に受け入れを推進

末廣啓子末廣啓子

に受け入れを推進

② いわゆる単純労働者の受け入れについては、国内の労働
市場にかかわる問題をはじめとして日本の経済社会と国民
生活に多大な影響を及ぼすなどにより国民のコンセンサス
を踏まえつつ、十分慎重に対応



○ 受け入れ範囲は「我が国の産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して決定。
（出入国管理及び難民認定法）

○ （国際競争力強化の観点から）高度の専門的・技術的分野の外国人の、我が国での就業を積極的に促進。
（雇用対策法第4条）

○ 他方、単純労働者の受入れ等、外国人労働者の受入れ範囲の拡大は、労働市場の二重構造化が強まる
おそれがあることに加え、労働条件等の改善を妨げ、ひいては、求人充足・人材確保を阻害。

（「雇用政策基本方針」平成20年2月厚生労働大臣告示）

○ 労働力人口の減少への対応については、まずは国内の『若者、女性、高齢者などの潜在的な能力を有す

外国人労働者の受入れについて我が国の基本的考え方

２ 当面の基本的考え方

１ 出入国管理及び難民認定法上の仕組み

る人々の労働市場への参加を促進』し、『国民各層の就業率向上のために政策を総動員し、労働力人口の減

少を跳ね返す。』ことが重要。 （「新成長戦略」平成22年6月閣議決定）

第２章 我が国労働市場の現状と変化
⑤外国人労働者
・・・労働力人口の減少への対応として、外国人労働者の現行の受入れ範囲を拡大するという考え方もある

が、受入れ範囲の拡大は、国内の労働者との競合・代替が生じ、若者、女性、高齢者、障害者等の雇用機会
の喪失を招くことに加え、労働条件等の改善を妨げるなど、労働市場に悪影響を与える懸念があり、十分慎
重な対応が必要である。さらに、単に産業上の労働力ニーズの問題として議論するのではなく、医療・社会保
障、教育、治安等国民生活全体に関する問題として、国民的コンセンサスを踏まえつつ、幅広い見地から総
合的に検討されるべきである。 （「雇用政策研究会報告」（平成22年7月））

３ 将来的な対応

（資料出所）厚生労働省2012



就労目的の在留資格 (「専門的技術的分野」に該当する在留資格）

末廣啓子
(資料出所）厚生労働省事業主向けパンフレット「外国人雇用はルールを守って適正に」より



末廣啓子
（資料出所）法務省入管局



我 が 国 で 就 労 す る我 が 国 で 就 労 す る 外国人のカテゴリー外国人のカテゴリー

①就労目的で在留が認められる者(いわゆる「専門的・技術的分野」）約12.1万人
・その範囲は「産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して個々の職種毎に決定。
・各在留資格に定められた範囲で報酬を受ける活動が可能。

②身分に基づき在留する者 約32.0万人
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これら在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

我が国で就労する外国人労働者（総数 約68.6万人）の内訳

③技能実習 約13.0万人
技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約11.0万人
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（留学生：1週28時間以内）で、相当と認められる
場合に報酬を受ける活動が許可。

④特定活動 約0.6万人
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受け
る活動の可否が決定。

技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。

平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係のある「技能
実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした技能実習生も同様。）。

（資料出所）厚生労働省作成資料 外国人雇用状況届出状況 （平成23年10月末現在）



在留資格 総数
①専門的・
技術的分野

②身分に基
づく在留資
格

③技能実習
等

④資格外活
動

全国籍計 ６８６，２４６ １２０，８８８ ３１９，６２２ １３６，０５５ １０９，６１２

中国 ２９７，１９９ ５３，５９７ ５８，１０７ １０２，２１９ ８３，２４３

（２０１１年１０月末現在（単位：人）

国籍別・在留資格別外国人労働者の現状

ブラジル １１６，８３９ ４９５ １１６，１４３ ８９ １１０

フィリピン ７０，３０１ ３，１５２ ５８，９７７ ７，６９５ ４６７

韓国 ３０，６１９ １３，１２２ ９，３２２ １，７６０ ６，４１２

ペルー ２５，０３６ ９４ ２４，８３８ ５５ ４８

その他 １４６，２５２ ５０，４２８ ５２，２３５ ２４，２３７ １９，３３２

（資料出所）厚生労働省作成資料 （外国人雇用状況届出状況 平成23年10月末現在）
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我 が 国 に お け る 外 国 人 留 学 生 数 の 推 移我 が 国 に お け る 外 国 人 留 学 生 数 の 推 移

・平成23年５月現在の留学生の総数は13万8,075人で、10年前（平成13年５月）と比較し

て、1.8倍に増加している。

資料出所：「平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果」（平成24年1月）（独）日本学生支援機構9



地域別外国人留学生の増加状況（平成11年～平成22年）

末廣啓子

(資料出所)（独）日本学生支援機構「平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果」（平成24年1月）



大きく揺れる労働のかたち

労働をとりまく状況の大きな変化

グローバル経済下での日本の経済発展、企業の生き残り 少子高齢化の進展

労働力の多様化・就業意識
の多様化

雇用・就業形態の多様化
格差問題の認識 全員参加型社会の実現

（非正規労働者の増加）

働き方、働かせ方の大きな変化

末廣啓子

規制緩和の大合唱

・人事管理の個別化
・労働紛争の個別化

（非正規労働者の増加）

労働関係法制の対応 その他の施策

・労働契約法 ・雇用対策法
・労働基準法 ・地域雇用開発促進法
・最低賃金法 ・雇用保険法
・パート労働法

ワークライフバランス（仕事と生活の調和）のための施策
・個々人の生活等に配慮した労働時間 の設定改善に向けた
労使の取り組み の促進等

・仕事と子育ての両立支援等

・高齢者

・女性

・若者
等々

雇用促進

末廣啓子



労働者数
（A）

（うち）

派遣・請負の
労働者数（B）

派遣請負の
割合
（B/A）

外国人労働者
総数

６８６，２４６ １８５，２４８ ２７．０％

派遣・請負労働者数

末廣啓子

総数

身分に基づく在
留資格

３１９，６２２ １３０，９６７ ４１．０％

ブラジル国籍 １１６，８３９ ６８，８５４ ５８．９％

ペルー国籍 ２５，０３６ １２，４３０ ４９．６％

（資料出所）厚生労働省作成資料 （外国人雇用状況届出状況 平成23年10月末現在）
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日系人求職者の求職活動は苦戦！

Ⅰ 近年の日本の雇用情勢 ～ 日系人求職者の状況 ～

1. 従来の製造現場の仕事は、ほとんどないか、
一部仕事が戻っても、非常に短期間の契約で
不安定

１０

不安定

2. 日本語能力の不足（特に、「読む」、「書く」力）

3. 日本人求職者との応募の競合

（資料出所）厚生労働省作成資料



末廣啓子
（資料出所）厚生労働省「雇用政策研究会報告書」2012.8



末廣啓子
（資料出所）厚生労働省「雇用政策研究会報告書」2012.8



「外国人雇用問題研究会報告書」(平成14年7月）について
（http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/07/tp0711-1.html）

外国人受け入れの流れを整理するとともに、率直に現実の状況を分
析して認識、 受け入れの在り方について国民的な議論が本格化す
る時に向けて、 幅広く様々な材料を提供することを目指したもの

経験の少ない日本としては欧米各国の受け入れや「社会統合」
の実態と問題点及び関連法制度も参考にするために

末廣啓子

大規模に調査も実施

外国人雇用問題研究会
委員 伊藤 正一 （関西学院大学経済学部教授）

◎ 委員 岩村 正彦 （東京大学法学部教授）
委員 玄田 有史 （東京大学社会科学研究所助教授）

○ 委員 佐藤 博樹 （東京大学社会科学研究所教授）
委員 中村 二朗 （東京都立大学経済学部教授）
委員 山川 隆一 （筑波大学社会科学系大学院教授）

（注）◎は座長、○は副座長、五十音順

本報告書の諸外国の外国人労働者受入れ制度の調査については、在外公館等の協力を得て、関西学院大学経済学部
井口泰教授、日本労働研究機構呉学殊研究員、外国人雇用対策課員等が行った。
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３．受入れの範囲等
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４．外国人労働者受入れの在り方を検討する際に考慮すべき点

外国人労働者受入れの在り方を検討する際には、外国人労働者の受入れについて長い
歴史を持つ欧米諸国の経験に照らして見た場合、
以下の３つの点に留意しながら議論を行う必要

ａ．経済や社会の在り方を含めた「国家」の在り方が、外国人労働者受入れの在り方の前
提となるものであること
例えば、外国人労働者を受け入れて高い経済成長を実現することをめざすのか、移民を

受け入れることによって国を発展させる移民国家としての道を歩むのか、その際「日本人」

末廣啓子

をどう定義するのか、外国人労働者を受け入れた場合に生じやすい職業や社会の階層化
を是認するのか等、将来にわたり、どのような国家像、国民像を目指すのかは外国人労
働者受入れの前提である。

ｂ．外国から「労働力」を求めたとしても、受け入れるのは「人間」であること
入国した外国人労働者は、とりわけ長期に在留する場合には、家族とともに日本の社会
で、日本人と同様に生活をする。また、当初、短期の滞在を前提に入国した場合でも、日
本での生活基盤ができるにつれ定住化していく。そうした視点から必要な制度、施策、そ
のためのコストなどを考えていく必要がある。実態としても、いったん外国人労働者を受

け入れた場合、受入れ国の一方的な都合で受入れを停止あるいは帰国させることは困難
である。一方で、帰国していく外国人労働者が円滑に帰国後の生活に適応できるような配
慮も必要である。
。



ｃ．外国人労働者受入れには様々な問題が伴い、受入れ国はその解決に向けて
絶えず努力を続ける必要があること
我が国は、外国人労働者の受入れの経験が極めて少ないことから､受入れ経験の長い
欧米先進国の経験は非常に参考になるものである。しかし、それらの国においてさえ、
自国民に比べて外国人の失業率の高さ、人種差別問題の発生、宗教の相違からくる
諸問題の発生など、未だその社会的統合が大きな課題となっているほか、
不法就労問題、難民の受入れ問題、国内労働市場における自国の労働者との競合
問題など数多くの課題を抱えて、試行錯誤と努力を続けている。

末廣啓子



7つの基本的事項

以上のことを踏まえ
我が国における外国人労働者受入れの在り方を検討する際に考慮すべき
基本的事項を列挙すると以下のとおりである。

① 国の在り方や中長期的な政策の方向性との整合性の確保
外国人労働者の受入れは、目指すべき国家の在り方を踏まえ、中長期的な産業政策
や少子・高齢化対策等の様々な政策との整合性を確保することが必要である。

② 国内労働市場政策の優先

末廣啓子

② 国内労働市場政策の優先
外国人労働者の受入れの必要性を考える際には、まず、就労を希望する国内の
女性・高齢者等が働きやすい環境を整備することや国内労働者の能力開発などの
国内労働市場政策を実施することが必要である。また、省力型技術開発の促進など
による労働力不足解消の効果についても考慮すべきである。

③ 国内労働市場への悪影響の防止
外国人労働者の受入れに当たっては、国内労働市場への影響を十分に考慮し、
国内労働者の雇用機会の縮小や賃金の低下などの労働条件の悪化につながることの
ないようにすべきである。



④ 国内産業への悪影響の防止
外国人労働者の受入れは、労働力不足を解消し経済社会の発展に寄与する場合がある一方で、
受入れ方によっては、劣悪な労働条件や低生産性の産業・企業を温存するという我が国の経済発展
にとって望ましくない効果をもたらす可能性もある。よって、外国人労働者の受入れにより、本来なされるべき雇用環境の改善や
設備投資による生産性の向上等、産業構造の高度化が阻害されることの
ないようにすべきである。

⑤ 我が国社会の在り方と日本人のアイデンティティについての合意
外国人労働者を受け入れるに当たっては、とりわけ長期間の滞在を認める場合には、我が国の社会の
在り方と「日本人とは何か」について改めて国民のコンセンサスを得ることが必要である。
さらに、それに基づいて、受け入れた外国人に対する教育、言語、文化、宗教等のアイデンティティに関わ
る基本的な諸分野における政策の在り方が決まってくる。

末廣啓子

⑥ 受入れに伴う様々な社会的コストの負担についての合意
外国人労働者といっても、受け入れる際には単に労働政策のみならず、年金や医療保険などの社会保障や
住宅問題、子弟の教育問題など社会的統合の促進のための様々な施策を検討し、実施することが必要と
なってくる。その在り方とコスト負担についての国民のコンセンサスが必要である。

⑦ 外国人の人権や外国人のアイデンティティへの配慮
入国した外国人については、日本人と同様に基本的人権が保障されるべきであり、また、外国人としての
アイデンティティを認め、日本社会で共生していくための配慮が必要である。



２．外国人雇用政策の視点から見た日本語教育の必要性
（すでに入国している外国人労働者への対応を中心として）

末廣啓子



①「大人」の外国人労働者の問題；

職業生活、人生全般にわたり影響

職業選択の幅
職場での労働者保護（雇用のルール、安全衛生面での危険防止等）

末廣啓子

職場でのコミュニケーションの円滑化
職業能力の向上とキャリア形成



外国人正社員の採用要件を業種別に集計した結果、教育、学習支援業を
除くすべての業種で日本語能力を採用要件としてあげる比率が高い。

また、製造業に変わる日系人労働者の就業先として医療、福祉関連仕事が注目
されているが、ここでは「専門的知識」、「仕事上必要な資格の有無」が要件として
あげられており・・・・、・・・従業員規模別に集計した結果も、従業員規模を問わず、
「日本語能力」が採用要件として挙げられている・・・

独立行政法人労働政策研究・研修機構「日系人労働者の就労実態調査結果」2011.3、 pp35-36

末廣啓子



末廣啓子
（資料出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「日系人労働者の就労実態調査結果」2011.3



日本語に関連した政府の外国人雇用対策

厚生労働省資料より

末廣啓子



就業支援事業（９所）
・ ガイダンスの実施
・ カウンセリングの実施
・ 職業指導、相談の実施

若年者を中心とした
就労意欲啓発

就労準備研修
・ 日本語コミュニケーション能力
の向上

・ 我が国の労働法令、雇用慣

JICE（委託先）

就労のための
日本語能力の習得

都道府県労働局
都道府県

雇用支援機構

専門知識・専門技術
の習得

ハローワークと関係機関の連携による定住外国人に対する就労支援
及び職業訓練の強化について（フロー図）

ハローワーク 自治体（集住都市等）ワンストップ、アクションプラン等

会場の調整等

ハローワーク、自治体等関係機関の連携強化のため連絡会議を設置

就職支援プログラムの実施
・ 就労意欲が高く自ら熱心に求職活動
をしている者に対して個々のニーズを踏
まえた担当者制による計画的で一貫し
た支援を実施（２～３ヶ月）

就労準備研修受講申し込み受理

○ 諸プログラム利用者向けの求人開拓の
推進

○ 外国人雇用セミナーの実施等外国人を
雇用するための取組の推進

・ 我が国の労働法令、雇用慣
行、社会保険制度等の知識の習
得

・ 専門分野における日本語能力
の習得

公共職業訓練
求職者支援訓練

訓練の受講あっせん

計画的、継続的な
マッチングの推進

事業主に対する
求人開拓

就職
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受講者の既存の日本語能力に合わせ、以下のようなコース等を設定
・ 日本語教育も含めた職場でのコミュニケーション能力の強化

日系人が集住する地域において、安定就労への意欲及びその必要性の高い日系
人求職者を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が国の労働法令、雇用
慣行、労働・社会保険制度等に関する知識の習得に係る講義・実習を内容とした就
労準備研修を専門的なノウハウを有する機関へ委託して実施することにより、就労に
必要な知識やスキルを習得させ、円滑な求職活動を促進し、もって安定雇用の促進
を図るものである。（平成２１年度より実施）

事業目的

研修内容

日系人就労準備研修事業の概要

職場見学

就労講義

日本語講義

・ コース当たりの総研修時間は１２０時間で設定
・ 地域の実情や受講者ニーズに合わせ、夜間や土日のコースも設置

・ 日本語教育も含めた職場でのコミュニケーション能力の強化
・ 日本の労働法令、雇用慣行等の基本的知識
・ 履歴書の作成指導、面接シミュレーション
・ 専門分野（介護現場）において使用する日本語の習得 等

平成24年度実施地域
（１４県７０市町村）

研修時間等
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ハローワークと関係機関の連携による定住外国人に対する
就労支援及び職業訓練の強化について

日系人等の定住外国人（※）は、派遣・請負といった不安定な雇用形態で働く者が多く、一旦失業した場合には、日
本語能力の不足や我が国の雇用慣行に不案内であることに加え、これまでの職業経験の蓄積が十分でないと
いった問題などから、日本企業で広く安定的な職業に就くためのスキルを身につけているとは言えず、日本人労働
者に比べて特に脆弱な立場に置かれている。
※ ここでは「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」といった身分に基づく在留資格により在留する外国
人をいう。

○ このように不安定な雇用形態で働く労働者のための対策の指針となる「望ましい働き方ビジョン」（平成24年3
月）をとりまとめ、非正規雇用で働く労働者の雇用の安定・公正な処遇の確保と人材育成の観点から、平成25年度
から、企業内での非正規雇用の労働者のキャリアアップを支援する「有期・短時間・派遣労働者等安定雇用実現プ

課題

課題への対応

から、企業内での非正規雇用の労働者のキャリアアップを支援する「有期・短時間・派遣労働者等安定雇用実現プ
ロジェクト（仮称）」の推進、ハローワークにおける事業主への雇用管理改善の指導援助体制の強化等を図ることと
している。

○ 特に、日系人等の定住外国人については、これらの取組みとあわせ、日本語能力が不足していること等、外国
人の特性に配慮した職業訓練の機会の提供や、職業相談から訓練、職業紹介、定着支援までの一貫した就労支
援の取組みを進め ることが、適正かつ安定した就労につなげていく上で重要になる。

○ 労働局が主体となって関係機関（都道府県能力開発主管課、外国人集住地域の市町村、職業訓練機関、日系
人就労準備研修委託団体等）との連携を強化し、職業相談から定着支援までの一貫した就労支援に取り組む。

○ 各地域のニーズ等を勘案しつつ、日系人等の定住外国人に配慮した職業訓練の機会の確保、日系人就労準
備研修と職業訓練の開催時期を連動させる等の取組みを進め、就職率の向上につなげる。

平成25年度における取組
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②「子供」の問題；

日本語できない、 居場所の確保
非行
将来にわたるキャリア形成

末廣啓子

将来にわたるキャリア形成



○不就学者の状況
・外国人集住都市における不就学者の割合29市
外国人登録者数12,804人（就学年）
うち 不就学児童 84人

（袋井市19人、美濃加茂市15人、太田市９人）
（Ｈ21文部科学省調べ）

○非行の状況
・来日外国人少年刑法犯検挙件数
平成20年→22年
667件→909件（増加率36%）

末廣啓子

667件→909件（増加率36%）
※平成14年をピークに減少傾向にあったが、

21年に再び増加(H21は1,087件）
（出典：警察庁「Ｈ22年来日外国人犯罪検挙状況」）

○外国人被保護人員
・生活保護受給者のうち世帯主が日本国籍を有しない世帯の被保護人員
平成12年→22年（月平均）
約3.3万人→約6.9万人 ※

※被保護世帯人員の中には、例えば、日本人の妻等も含まれていることに留意。また、被保護実人員に占める割合は平
成12年度約3.1％から平成22年度約3.5％へと微増。
（出典：厚生労働省「福祉行政報告例」平成22年度）

（資料出所）厚生労働省



③留学生の就職問題

就職をめぐる実態と問題点 特に地方の実態
国の方針として受け入れ促進しているが、各大学等での
出口対策・支援は万全か

末廣啓子

「グローバル人材」の議論が盛んであるが、特に地方にいる
数多くの留学生と地場の企業の実態はどうなのか？
その実態を踏まえたグローバル化の推進と、留学生の
就職促進に向けた支援のありかたは？

（以下、栃木県における留学生と企業の実態調査結果から）
（末廣啓子「留学生の日本での就職を阻害する要因に関する研究ーキャリアデザインの視点からー」

21～23年度科研費補助金研究成果報告書2012.3）



＜外国人留学生の課題＞
昨今の留学生はどんなタイプが多いのか？？

若く、高校卒業と同時に来日するものが多い。同年代の日本人学
生と共通の特徴を持つ留学生たち（留学動機、価値観等も）
母国での生活基盤や経験少ない。

ライフプラン、キャリアプランをどう作っていくのか、アイデンティティ
をどう確立するか・・・同世代の日本人学生以上に大きな課題をか

末廣啓子

をどう確立するか・・・同世代の日本人学生以上に大きな課題をか
かえている。
母国の労働市場やビジネス社会も未知の世界。
母国と留学先の間での立ち位置が見えにくい学生も少なくない。

そのなかで日本の就職事情を理解しながら自らのキャリア形成を
図っていく必要がある。(グローバルに活躍するというよりも、4割
は馴染んで暮らしやすい県内での就職を希望）

これは日本人学生と共通の課題でもあり、さらに、
それ以上の支援が必要ということでもある。



留学の動機における特徴
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留学の動機における特徴

43.410

高い技術や経済発展の

日本語能力を身に

つけたい／高めたい

日本に留学しようと思った理由
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留学生意識調査による日本語関連項目の回答状況

栃木県内全大学（短大・高等専門学校含む）に在籍する留学生768名を対象に
実施、有効回収数354（回収率46.1％）。そのうち、4年制大学の正規生（医学生
を除く）219名のデータ集計したもの。（調査票該当配布数539、回収率40.6％）

・留学生・留学で最も成果を得たもの
最も多い回答(複数回答） 日本語能力（６６％）

・日本での就職にいかせると思うもの
最も多い回答(複数回答） 日本語能力 （６２％） 母国語は２９％

・内定確保に必要だと思うこと
最も多い回答(複数回答） 日本語能力 （６４％） 2位の業界・企業の情報は５３％

末廣啓子

・企業は日本語は必要と考えているが、それだけをもとめているのではないこととのミスマッチ？
・留学で得たものは、日本語というような「わかりやすい」目標以外になかったのか （経験や強みに関する選択
肢も用意されていたが回答が少ない。 認識ができていない？）
・・・・・・次頁「就活にあたって知りたいこと」の図参照・・・・・基本的な早期からの体系的な「キャリア教育」必要

・就職活動にあたって、「情報の収集」に苦労したとしてその必要性が高く認識されていること、日本人の友人
や先輩が相談者として留学生同士と並んで役立っていると評価されていること、学内外のネットワークが重要
であること、が明らかになったが、これらいずれも日本語でのコミュニケーションが重要。

・日本の産業や企業で働くという点から考えて必要な日本語とその背景としての知識がどれだけ大学の日本語
教育の場で教えられているか？



末廣啓子



企業調査結果から （栃木県内企業101社の回答状況）

地場企業の外国人採用決定のポイント
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％

計

採用理由

末廣啓子
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日本人では高度な人材が集まらないため
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その他
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計

（資料出所）末廣啓子「留学生の日本での就職を阻害する要因に関する研究ーキャリアデザインの視点からー」科研費補助金研究報告書2012.3
第3章第2節アンケート調査結果「栃木県の企業における外国人留学生の採用・雇用の実態と意識に関する調査」



企業のグローバル化の進展と留学生雇用の状況

業 種
外国人

留学生数
業 種

外国人
留学生数

業 種
外国人

留学生数

1 農業機械製造 2 2 自動車部品製造 2 3 医療用機器製造 25

4 医療用機器製造 2 5 医療用機器製造 （1） 6 食品機械製造 2

7 食料品製造 1 8 スーパーマーケット （1） 9 福祉施設 アルバイト2

10 学習塾
インターン

生1
11

食堂運営、
ケータリング

0 12 金融 1

（）は以前に雇用していて現在はいない

（ ）は以前に雇用していて現在はいない

（資料出所）末廣啓子「留学生の日本での就職を阻害する要因に関する研究ーキャリアデザインの視点からー」
科研費補助金研究報告書 2012.3 第1章 pp.16



地方圏におけるさらなる留学生の就職可能性；

①いわゆる「グローバル企業」や「企業のさらなるグローバル展開」の中で留学生
が就労の場を得て活躍すること。その場合は、「日本人らしい」留学生ではなく、個
別の国籍を問わない「グローバルな人材」としての能力を持つ人材が求められ、教
育の在り方も問われる。

②地方圏の現実問題として、①以外の、グローバル企業の段階に至らない国内限
定の事業を行っている多くの地元企業においても、就労の場を得て活躍する可能
性があること。取引先や顧客の国際化など、こうした企業においても様々な形で国
際化、グローバル化が進展することが見込まれる。 また、少子高齢化による若年

末廣啓子

際化、グローバル化が進展することが見込まれる。 また、少子高齢化による若年
労働力不足の中で優秀な人材を獲得すると言う意味からも、地元にいる地元に愛
着を持つタイプの留学生の雇用はひとつの有力な可能性となる。

この場合は、日本語、チームワークなどの「日本的」な要素への対応はより一層
必要。

企業サイドも、経営・人事戦略・方針の明確化と発信、人事管理の複線化等の多様
性への対応策が必要



３. まとめ
① 経済・産業、社会の動向を踏まえた時間・空間的な広がりの

中での対策の位置付け

ex. 外国人を受け入れる意味の問い直し

国内労働市場における日本人と日系人等の労働者との関係
外国人留学生などの高度人材受け入れの企業への働きかけや支援の意味づけ など

末廣啓子

外国人留学生などの高度人材受け入れの企業への働きかけや支援の意味づけ など

つまるところ、国益に基づく国内政策の在り方・戦略の問題

② ①から、施策連携の必要性増
ex.外国人留学生にどのような観点でどのような日本語を教える

のか

③ 日本語教育のより強力な実施
ex. 入国管理との連動なども。 その際上記①②必要


